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アジアの家族法 

一
 

現
在
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
（Un

io
n
 o
f My

an
家
族
関
係
の
慣
習
法
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ

ャ
ン
マ
ー
法
か
ら
構
成
さ
れ
る[

注
３]

。

お
よ
び
制
定
法
の
原
理
は
、
独
立
前
の
イ

入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る[

注
４]

[

注
５]

。 

導

 

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
婚
姻
、
相
続
な

当
事
者
が
信
仰
す
る
宗
教
に
よ
り
適
用

本
稿
で
は
仏
教
徒
に
適
用
さ
れ
る
慣
習

教
徒
に
適
用
さ
れ
る
慣
習
法
は
、
仏
教
倫

僧
侶
の
法
律
で
は
な
く
世
俗
法
で
あ
る[

的
に
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
仏
教
徒
法
（My

an

呼
ば
れ
る
が[

注
８]

、
こ
の
呼
称
は
ビ
ル

ス
が
創
設
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
仏
教
徒

は
宗
教
と
の
関
係
が
な
い
世
俗
法
で
あ

る[

注
９]

。 

 

は
じ
め
に[

注
１] 
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仏
教
徒
に
適
用
さ
れ
る
慣
習
法
の

（D
ha
mm
at
hat

s

）[

注 
]

と
さ
れ
て
き
た[

習
お
よ
び
慣
習
法
に
一
致
す
る
準
則
な

の
紛
争
処
理
に
適
用
さ
れ
る
準
則
」[

で
あ
る
。
こ
の
法
典
に
集
成
・
編
纂
さ
れ
た
準
則
は
、
主
に
仏
教
を
信

仰
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ー
マ
ダ
ッ
は
時
代
の
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(3)   
注 
m
ar

）[

注
２]

の
法
体
系
は
、

ン
・
ロ
ー
お
よ
び
近
年
の
ミ

イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー

ン
ド
法
か
ら
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

ど
の
身
分
関
係
に
つ
い
て
は
、

さ
れ
る
法
が
異
な
る
が[

注
６]

、

法
に
限
定
し
て
記
述
す
る
。
仏

理
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、

注
７]

。
こ
の
慣
習
法
は
一
般

ma
r 

Bu
dd
his

t 
Law

）
」
と

マ
の
植
民
地
時
代
に
イ
ギ
リ

に
適
用
さ
れ
る
こ
の
慣
習
法

る
た
め
、
誤
称
で
あ
る
と
い
え

法
源
は
、
主
に
ダ
ー
マ
ダ
ッ

注 
]

。
ダ
ー
マ
ダ
ッ
は
、「
慣

ら
び
に
人
お
よ
び
財
産
関
係

]

を
集
成
・
編
纂
し
た
法
典

変
遷
と
と
も
に
逐
次
編
纂
さ
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
ダ
ー
マ
ダ
ッ
に
定

め
ら
れ
る
準
則
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
由
来
す
る
と
の
見
解
が
法
制
史

学
者
の
間
で
は
有
力
で
は
あ
る
が
、
未
だ
定
説
に
は
至
っ
て
い
な
い

[

注 
]

。
し
か
し
、
初
期
の
ダ
ー
マ
ダ
ッ
に
比
べ
て
後
期
ダ
ー
マ
ダ
ッ

の
準
則
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
思
想
か
ら
離
れ
て
、
仏
教
倫
理
の
影
響

受
け
た
も
の
と
な
っ
て
い
る[

注 
]
 
[

注 
]
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ダ
ー
マ
ダ
ッ
は
、
そ
の
時
代
の
社
会
道
徳
を
反
映
す
る
も
の
で
、
厳

密
に
は
法
典
と
は
い
え
な
い
。
「
法
（l

aw

）
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

説
得
力
の
あ
る
準
則
を
確
立
す
る
た
め
に
過
去
の
判
決
を
編
纂
し
た

も
の
に
近
い
。
あ
る
問
題
に
つ
い
て
、
適
用
す
べ
き
ダ
ー
マ
ダ
ッ
の
準

則
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
エ
ク
イ
テ
ィ
と
一
致
す
る
慣
習

適
用
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う[

注 
]

。 

を

 

ダ
ー
マ
ダ
ッ
の
編
纂
者
は
、
仏
教
僧
、
仏
教
学
者
、
裁
判
官
お
よ
び

司
祭
者
で
あ
る
。
時
代
を
経
て
編
纂
さ
れ
た
数
あ
る
ダ
ー
マ
ダ
ッ
の
間

に
は
内
容
、
目
的
な
ど
に
不
一
致
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
時
代

に
は
ど
の
ダ
ー
マ
ダ
ッ
を
優
先
し
て
適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
イ
ギ

リ
ス
人
裁
判
官
の
間
で
問
題
と
な
っ
た
。
英
領
ビ
ル
マ
（B

r
i
ti
sh 

B
ur
m
a

）
の
初
代
受
託
裁
判
官
（J

u
di
ci
al
 
Co
mm
is
si
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er
s

）
の
一

人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ジ
ャ
ー
デ
ィ
ン
（J

o
hn
 
Ja
rd
in
e

）
は
、
「
マ
ヌ

ー
チ
ェ
（M

an
ug
ye

）
」
ダ
ー
マ
ダ
ッ
が
司
法
判
決
に
参
照
す
べ
き
最
良

の
ダ
ー
マ
ダ
ッ
で
あ
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
マ
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ー
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は
、
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ル
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